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○市民ミニギャラリー利用要綱 

平成２４年１１月１日 

告示第１９号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地域文化の高揚と振興を図るため、白岡駅自由通路

に設置した市民ミニギャラリー（以下「ギャラリー」という。）の利用

に関し必要な事項を定めるものとする。  

（利用者） 

第２条 ギャラリーに作品を展示できる者（以下「利用者」という。）

は、白岡市に在住し、勤務し、又は通学する者とする。ただし、特に市

長が認めた場合はこの限りでない。 

（展示作品） 

第３条 ギャラリーに展示できる作品は、絵画、写真、書その他利用者が

作成したものであって、形状、寸法及び数量がギャラリーに支障なく展

示できるものとする。 

（利用の申請及び承認） 

第４条 利用者は、ギャラリーを利用しようとするときは、利用日の属す

る月の３月前の日から利用しようとする日の２日前までに、様式第１号

の市民ミニギャラリー利用申請書を市長に提出しなければならない。  

２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、当該申請内容が適正

であると認められるときは利用を承認するものとし、様式第２号の市民

ミニギャラリー利用承認書を利用者に交付するものとする。  

３ 利用者は、次条ただし書の規定により利用期間を延長しようとすると

きは、利用期間終了日の前日までに市長に申請し、承認を受けなければ

ならない。 

（利用期間） 

第５条 ギャラリーの利用期間は１５日以内とし、利用期間終了日までに

作品を撤去しなければならない。ただし、特に市長が認めた場合は、利

用期間を延長できるものとし、延長期間は７日を限度とする。 

（権利譲渡の禁止） 
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第６条 第４条の規定により利用承認を受けた利用者は、その権利を他人

に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（利用の制限） 

第７条 市長は、作品が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

ギャラリーの利用を承認しないものとする。  

⑴ 営利を目的とした作品 

⑵ 特定の宗教活動又は政治活動に関する作品  

⑶ 公序良俗に反する作品 

⑷ その他市長が不適当と認める作品 

（承認の取消し） 

第８条 市長は、当該利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めると

き又はギャラリーの管理上特に必要があるときは、当該利用者の利用の

承認を取消し、又は当該利用を停止することができる。  

⑴ ギャラリーの設置目的に反したとき。  

⑵ 第３条の規定に反した作品を展示したとき。  

⑶ 第４条の申請内容に虚偽があったとき。  

⑷ 第６条の規定に反して権利を他人に譲渡し、又は転貸ししたとき。  

⑸ 前条各号に該当する作品を展示したとき。  

（６） 故意又は重大な過失によりギャラリーの施設に損傷を及ぼした

とき。 

（損害の賠償） 

第９条 利用者は、ギャラリーの利用に際し、故意又は重大な過失により

施設に損傷を及ぼしたときは、弁償しなければならない。  

（免責） 

第１０条 ギャラリーに展示された作品が損傷され、又は盗難されても市

長はその責任を負わない。 

（庶務） 

第１１条 ギャラリーに関する事務は、中央公民館で行う。  

（その他） 

第１２条 この告示に定めるほか、必要な事項は市長が別に定める。  
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附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

   附 則（白岡市告示２２９号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年１月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ 改正後の第５条の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあったギ  

ャラリーの利用又は利用期間の延長（以下「利用等」という。）につい  

て適用し、同日前に申請のあった利用等については、なお従前の例によ  

る。 
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様式第１号（第４条関係） 

Ｎｏ．     

市民ミニギャラリー利用申請書（新規・延長）  

 

年  月  日  

 

（宛先）白岡市長 

 

 

住所又は勤務所在地         

 

     サークル名（所属していれば）    

 

氏 名               

電 話    （   ）      

 

 

 次のとおり市民ミニギャラリーの（利用・利用期間の延長）をしたいの  

で、市民ミニギャラリー利用要綱第４条（第１項・第３項）の規定により

申請します。 

利用 

期間 

延長 

年   月   日（  曜日）から 

年   月   日（  曜日）まで 

利用施設 白岡駅自由通路  № １ ２ ３ ４ ５ ６ 

展 示 品 名称 点数    点 

利用条件 市民ミニギャラリー利用要綱による。 
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様式第２号（第４条関係） 

Ｎｏ．     

市民ミニギャラリー利用承認書（新規・延長）  

 

年  月  日  

 

         様 

 

白岡市長         印   

 

 

 次のとおり市民ミニギャラリーの（利用・利用期間の延長）をすること

について、市民ミニギャラリー利用要綱第４条（第２項・第３項）の規定

により承認します。 

利用 

期間 

延長 

年   月   日（  曜日）から 

年   月   日（  曜日）まで 

利用施設 白岡駅自由通路  № １ ２ ３ ４ ５ ６ 

展 示 品 名称 点数    点 

利用条件 市民ミニギャラリー利用要綱による。 

 


